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住宅の世代循環を作り出せるかが鍵

2

団塊の世代はアクティブ 
シニア期を離脱

当面マイホームに住み続け 
（アクティブ移住は期待薄） 
10年後から本格的空き家化

団塊ジュニアは住宅取得期

夢のある地方移住がキー

谷間層はアクティブ 
住みかえ期に

しかし、かまってもらえないまま静
かに老いる可能性

将来の住みかえを見据えた戦略と
商品提供が必須
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マイホームを活用して、移住・住みかえをお金の面から支援・・・
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マイホーム借上げ制度 

マイホームを借上げて終身で空き家保証（実績853件、2015
年9末までの正味家賃累積支払額32億円、平成25年度7.1億
円）。利用は加速。 

家賃は国の基金（5億円）で保証（数理モデルも併用した厳
格なリスク管理により99.97％以上の確率で受益者負担のみ
で運営可能） 

JTIの運営経費は補助金に依存せず企業協賛と受益者負担の
みで独立採算を達成。 

最低家賃保証制度（住宅年金） 

耐震性を現行基準値（2000年）以上として定期メンテナン
スをするなら、最長35年間最低保証家賃額を設定（住宅年
金） 

おまかせ借上げ制度 

高齢で自ら賃貸のためのリフォームをすることが難しい場合
には、10年超の借上げを前提に、JTIが代わって実施して転
貸家賃で改修し、利用者には地域により3万円～7万円程度
の定額家賃を支払う。

大都市

子育て完了層の 
マイホーム ・リタイアメントコミュニティーの開発 

・空き家の利活用 
・実家等のリフォーム

年金所得の地方循環

家計投資の促進 

住みかえ

住宅の 
世代循環 ・家賃保証 

・家賃返済型 
　リバースモーゲージ

地方



住みかえ先の資金が不安

4

住みかえたいが住宅ローンが残っている

家賃返済型リバースモーゲージの取扱い行が増加 

資金使途自由。 

何歳からでも5000万円程度まで借入れ可能。 

借上げ家賃で返済。 

保証家賃の範囲内であれば抵当権不要。 

マイホームスワップ 

【2016年度】マイホーム借上げ制度の家賃でCCRC等の家賃・
入居金を賄う仕組みの導入を検討

借上げ家賃によるローン返済 

60歳～70歳の利用者が急増している（ゆとり返済の借換え等
で期限を延長した者等）。  

融資金融機関の承諾が得られれば、家賃返済が可能。 

家賃返済額リバースモーゲージでの借換えも可能。 

住宅金融支援機構のダブルフラットによる安心借換 

フラット35と20の組合せに借り換えることで、退職後の負担
を想定家賃に抑えることで早めの対応。

家賃を返済に充当

借上げ 将来家賃を 
一括して 
貸付け

地方銀行等

既存住宅 
ローン

最低返済額≦JTIの家賃保証額

借
換

現役時代にで
きるだけ返済

定年



親・配偶者介護等

将来の住みかえを展望する

5

住み続けざるを得ない人への対応の必要性 
団塊の世代は65歳以上となり動きが鈍る時期に入る。 

介護その他の事情ですぐに住みかえられない場合でも、将来
「お一人様」になったときには住みかえを考える者は少なく
ない。しかし、その時点では家も相応に老朽化していたり、
加齢も進むので、マイホームの活用まで手が回らず、空き家
化する事例も少なくない。 

既存住宅に対する「かせるストック証明書（定額型）」
の発行 
耐震性を現行基準値（2000年）以上とし、定期メンテナン
スをるなら、将来の借上げ家賃の最低額を最長35年間保証
する「かせるストック（定額型）」を発行。 
住宅年金を事前保証することで空き家化を防ぐとともに、住
宅が確実に次の世代に循環させることでまちの活気を維持。

当面、住み続け

将来の借上げ
家賃の最低額
を保証

住宅の 
世代循環

空き家化防止 
まち・団地の活性化

・地方移住 
・こどもと同居 
・シニア向け施設等

住みかえ
お一人様



若年ファミリー層の「住まい」に対する選択肢を増やす（住みかえのある住生活）

6

わが国の住宅市場は、「狭い借家」と「広い持ち家」し
かない。
若年層が欲しいのは「所有権」ではなく、子育てに適した「持
ち家グレード」の家なのではないか。

移住・住みかえがあたり前になれば、期間所有に対するニー
ズが顕現化する。

残価設定型住宅ローンの導入
将来の借上げ家賃の最低額を購入時に保証する「かせるストッ
ク[定額型]」を活用し、引退後に住みかえたら家賃のみで完
済可能な金額をフラット50で借り入れ、残額はフラット35
や20で退職までに返済することにより、家に縛られない人
生を実現。

2005年～2014年に着工された 
住宅の戸あたり延床面積の平均

戸建住宅 128㎡
戸建分譲住宅 104㎡
分譲マンション 84㎡
貸家 48㎡
給与住宅その他 68㎡
建築着工統計（2015)

最低返済額≦JTIの家賃保証額

現役時代に返済

フラット50

フラット35

家賃保証額の残存期間に
おける合計を「残価」と
考え、この金額が一定時
点以降のローンの残余返
済額を上回るようにする。

残価設定型住宅ローン

住みかえの自由を確保



資料

1. JTI提携金融機関による家賃返済型リバースモーゲージのご案内 

2. 北海道銀行リリース 

3. 最低賃用保証型分譲住宅の例 

4. かせるストック[定額型]証明書例 

5. 残価設定型住宅ローンのイメージ
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HOKKAIDO BANK 

News Release 

THE Hokkaidobank,Ltd. All Right Reserved. 

北海道の未来とともに 

平成 27 年 7 月 23 日  
各 位

株式会社 北海道銀行

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構との提携について 
～【地方創生】道内への移住・定住促進、地域活力創出への貢献、

空き家の有効活用・解体への取り組み～

北海道銀行（頭取 笹原 晶博）は、このたび、道外から道内への移住・定住（住みかえ）促進、

地域活力創出への貢献、空き家の有効活用などにおける「地方創生の取り組み」を目的に、一般

社団法人 移住・住みかえ支援機構（代表理事 大垣 尚司、東京都千代田区、以下：「ＪＴＩ」）

と提携することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

ＪＴＩは、50 歳以上のシニア層の持ち家（戸建マイホーム）を子育て世代などの若年層に賃貸

住宅として転貸する事業を全国で運営しており、高齢者施設への入居や地方への移住を希望する

シニア層（オーナー）に、安定した賃料収入を終身で保証する「マイホーム借上げ制度」を実施

しています。 

当行では、ＪＴＩの「マイホーム借上げ制度」を活用した賃貸、リフォーム、空き家有効活用

に関する個人向け融資商品を開発中であり、今秋を目処に取扱い開始の予定です。なお、ＪＴＩ

との提携および同制度を活用した融資商品の取扱いについて、道内の金融機関で初の取り組みと

なります。 

当行では、今後もお客様のご要望にお応えし、心からご満足いただける質の高いサービスで、

地方創生の取り組みを積極的に推進してまいります。 

記

１．現在開発中の商品（※商品名は仮称です。商品は現在開発中のため詳細は後日別途お知らせします。） 

(1) 道銀移住・定住促進住宅ローン

道外から道内へ移住されるお客さまを対象として、移住前にお住まいの住宅をＪＴＩが

借上げて転貸し、その賃料を返済原資として、新規購入物件にご利用いただく住宅ローン

商品です。なお、賃料収入については、ＪＴＩが終身で保証いたしますので、安定した収

入を確保しながら移住先の住宅を購入することが可能となります。

(2) 道銀 賃貸活用型リフォームローン

ＪＴＩの「マイホーム借上げ制度」を利用してご自宅を賃貸するにあたり、耐震工事や

改築等のリフォーム資金にご利用いただけるローン商品です。ローンのご返済金はＪＴＩ

から受け取る賃料で賄えますので、新たな返済負担を発生させることなく、ご自宅の資産

価値を向上させることが可能となります。

資料2
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商号等:株式会社 北海道銀行 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第 1 号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 

北海道の未来とともに 

(3) 道銀 活用型リバースモーゲージローン 

   ＪＴＩの「マイホーム借上げ制度」によりご自宅を賃貸されるお客さま向けで、ＪＴＩ

から受け取る家賃を返済原資にお借入いただけるフリーローン商品です。ご自分でお住ま

いにならなくなったご自宅を活用することで、新たな返済負担を発生させることなく、高

齢者施設への入居、旅行、趣味などのセカンドライフを楽しむ資金としてご利用いただけ

ます。通常のリバースモーゲージは、最終的にご自宅を売却することでお借入を返済する

商品ですが、本商品はご自宅を手放す必要がありませんので、有効に活用するとともに、

将来的にお子さまへの相続なども可能になります。  
 

(4) 道銀 空き家有効活用・解体ローン 

   ご本人またはご家族が所有されるご自宅の解体費用、解体に伴う付随品整理費用、解体

後の駐車場等の造成にかかる費用、土地の有効活用にかかる各種設備費用（太陽光パネル

等）など、空き家に関連するあらゆるお使い道にご利用いただけるローン商品です。  
 

２．一般社団法人移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）の概要 

 (1) 所在地  
   東京都千代田区平河町 1－7－20 平河町辻田ビル 5Ｆ  
 (2) 代表者  

 代表理事 大垣  尚司 
(3) 事業目的  

  ①  移住・住みかえ希望者の持ち家の賃借、転貸  
  ②  移住・住みかえ希望者に対する情報提供、カウンセリング  
 (4) 事業内容の一部  
  【マイホーム借上げ制度】  

    高齢者等の所有する住宅を借上げて、子育て世帯等に定期借家で転貸する。賃料収入は

終身で保証され、3 年毎の定期借家契約により、売却することや自宅に戻ることも可能。  
 
３．取扱開始時期 

  平成 27 年秋頃の予定  
 
 

以 上  
 

【本件に関する照会先】  
営業企画部  商品戦略室 小澤・向島   TEL 011-233-1022 
経営企画部  広報 CSR 室 大海・谷    TEL 011-233-1005 
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「スマ ・ 工コタウン陽たまりの丘」は、

I JTI （ 一 般社団法人移住住みかえ支援機構）が

定額最低賃料を保証します。

・定額最低保証賃料とは？ ダイワハウスの
コタウンで

汀｜（一般社団法人移住住みかえ支援機構） \ c!!i寝耳ゐ／
の「マイホーム借上げ制度」は、空室時の家賃

を保証しています。しかし、数年ごとに賃貸

市場の変動や住宅の経年劣化に合わせて

家賃は見直されるため、物件によっては当初

より下がる場合も … 。「スマ ・ 工コタウン

陽だまりの丘」の住まいなら、JTIが契約時

に設定する定額最低保証賃料を下回るとと

はありません！
※制度：の詳細はJTIの定める約款によります．

移住住みかえ
支援適合住宅証明書

ーかせるストック（定額型）ー

定額最低保証賃料 45,000円

将来もしも貸し出す時、
空室でも

家賃相場が下がっても
との金額より下がらないのね

・たとえば

「スマ ・ エコタウン陽だまりの丘」に
E国 定年をきっかけに住みかえ

30年住んだ後、 20年貸した場合の賃料は？

［賃料の相場］
一般的に

築年数が経つほど
下がります．

貸
主
月
額
収
入

マイホ ー ムを
貸すこEにl

’ 

家賃収入を得て
新しい家で暮らす！

。

引き渡し 10年 20年 30年 40年 50年

※実際の賃料の推移は物件によって異なります．必ずしも賃料が一定割合で下がるわけではありません．
＊保証の開始は、 引き渡し時からとなります．

ギモン1

0 50年経ったら

保証は童書了するの？

。最長so�·までは踊剛が保証されます
が、乞ちろん、その後ち総身にわたって、
JTIが算出した家賃収入が得られます。
来引き潰し筒から 、 保鉦が闘員白苫れます。

ギモン2

＠最低保証金額分しか、

＠ 

乞らえないの？

実際の賃料は、周辺相煽を元に査定
しますので、定 額鼠低保証賃料より上回
ることち期待できます。

大和ハウス工業株式会社桑名支店

ギモン3

＠実際の盗定賃料が

45,000円より低かったら？

。万が一

、 下回っていTlが差額を負担し、
45,000円をお支払いしますのでご安心
ください。

お問い古t>t重I.US近く由ダイワハウスへ

。
三重県桑名市星見ヶ.EiB丁目602番地1干511・091 2 Tel 0594-32・3250
建霞業許可番号国土交通大臣許可（特－22）第5279号

・・：，＿］：官官司巴ー日IJ:ii・�函ii.i•9'-.・・・・

函.0120・0594-55

Daiwa House .. 
大相ハワスクループ

宅地建物取引業者免許番号国土交通大臣（14）第245号
（公社）三重県宅地建物取引業協会会員／東海不動産公正取引協擁会加盟
www .daiwahouse.co.jp 
V We Build ECO I森林育成恥使用

営業時間 : 10:00AM～6:00PM／火・水曜日定休
三重県品名市星見ヶ丘8丁目602番地1〒511-0912
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前提条件　　移住・住みかえ支援適合住宅（家賃定額保証型）

について「マイホーム借上げ制度」を利用するには以下の条件

を満たしていることが必要です。

1) 証明書発行時にハウジングライフ（住生活）プランナーの資格

を有する者からJTI所定の制度説明を受けること。

2) 証明書記載のメンテナンスプランにしたがって定期診断を受

診し、その結果をJTIに報告すること。証明書に特定のサービ

スの記載がない場合には、築後10年目ならびにその後5年毎

に建物の定期診断を受診し、事業者経由で、もしくは直接、診

断結果をJTIに報告すること。

3) 定期診断の結果に基づきJTIが賃貸のために補修が必要と判

断した場合は、借上げ発効までに当該補修を完了すること。

4) 制度利用申込時には改めてハウジングライフ（住生活）プラン

ナーによるカウンセリング、ならびにその時点における借上げ

　 約款の内容にかかる説明を受けること。

借上げ申請の方法　　退去予定日の6か月前までにJTIに借上

げ申請書を提出してください。

借上げ契約の発効　　JTIが借上げ申請書を受領後、所定の補

修等が完了し建物がJTIに引き渡された時点で、マイホーム借上

げ制度約款に基づく借上げ契約が発効します。

借上げ期間　　JTIによる借上げは、原則として10年以上、50年

から築年数を減じた期間以内の定期借家契約によるものとし、

JTIは借上げた住宅を次項に定めるDIY長期リースにより転貸運

用します。ただし、転勤等に伴う一時借上げその他JTIが相当と

認める事情がある場合はこのかぎりでありません（申請時にご相

談ください）。また、契約期間経過後は、新たに申請して一般の

マイホーム借上げ制度を利用することができます。

DIY長期リースによる転貸　　転貸契約は、期間10年以上の定

期借家契約とし、予め合意した範囲の設備･内装について入居

者がJTIの承認を得てリフォームを実施することを認めるDIY長期

リースによることを原則とします。ただし、JTIの判断で異なる条件

によることを妨げないものとします。なお、DIY長期リースによらな

い場合で、本証明書の日付から20年目以降に開始する転貸を

実施するにあたっては、上記定期診断結果から必要と判断され

る最低限の補修に加えて、設備・内装の経年劣化・老朽化に伴

う補修・再投資をお願いすることがあります。

JTIによる補修･再投資の実施　　JTI所定の要件を満たす場合

には、制度利用者が実施すべき補修・再投資をJTIが代わって

実施して費用を転貸家賃から回収するおまかせ借上げを利用

することができます。詳細はJTIに照会ください。

借上げ家賃　　借上げ家賃は、①借上げ契約発効日の6か月を

経過した日または②最初の転貸契約に基づいて転借人が入居

した日のいずれか早い日から、(あ)表記最低保証額または(い)実

際の転貸家賃からJTI所定の空き家空き室積立金ならびに管理

費を控除した金額のいずれか大きい金額をお支払いします。

原状回復義務　　借上げ契約の終了に際し、JTIは経年劣化を

超える毀損部分についてのみ原状回復義務を負います。また、

制度利用者の承諾を得てJTIまたは転借人が修繕･再投資を実

施したときは現状有姿で返還いたします。

本証明書に基づく地位の承継　　対象住宅を売却するときはこ

の証明書に基づいてマイホーム借上げ制度を利用する権利を

新所有者に原則として同一条件で移転することができます。この

場合、以下の譲渡欄に署名捺印の上JTIに提出し、新所有者名

の証明書の再発行を申請してください。

マイホーム借上げ制度約款　　以上のほか、借上げについては

借上げ時点においてJTIが定めるマイホーム借上げ制度約款が

適用されます。

以下の者に適合住宅所有者の地位を承継させます。

住所

署名

被裏書人

印

殿

機構承認欄

機構承認がない場合適合住宅の取り扱いを受けられませんので

必ず本証明書を機構に送付して承認印を受けてください。

移住・住みかえ支援適合住宅（家賃定額保証型）の「マイホーム借上げ制度」利用に関する注意事項

Sa
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